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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 5月 6日 (2005.5.6)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 上 位 装 置 か ら の デ ー タ を 一 次 記 憶 装 置 で 記 憶 し 、 該 一 次 記 憶 装 置 が 該 一 次 記 憶 装 置 に 記
憶 さ れ て い る デ ー タ を 二 次 記 憶 装 置 に コ ピ ー し 、 該 二 次 記 憶 装 置 が 該 二 次 記 憶 装 置 に 記 憶
さ れ て い る デ ー タ を 三 次 記 憶 装 置 に コ ピ ー す る よ う に し た デ ー タ 多 重 保 障 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 上 位 装 置 か ら の デ ー タ の 一 次 記
憶 装 置 へ の 記 憶 と 、 該 一 次 記 憶 装 置 か ら 二 次 記 憶 装 置 へ の デ ー タ の コ ピ ー と 、 該 二 次
記 憶 装 置 か ら 三 次 記 憶 装 置 へ の デ ー タ の コ ピ ー と は 互 い に 非 同 期 に 行 わ れ ー タ 多
重 保 障 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 二 次 記 憶 装 置 、 三 次
記 憶 装 置 そ れ ぞ れ へ の デ ー タ の コ ピ ー に 際 し て は 、 一 次 記 憶 装 置 、 二 次 記 憶 装 置
そ れ ぞ れ で は 差 分 デ ー タ の 更 新 順 序 管 理 情 報 が 作 成 さ れ た 上 、 二 次 記 憶 装 置 、 三
次 記 憶 装 置 そ れ ぞ れ に 転 送 さ れ ー タ 多 重 保 障 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ ～ ３ の 何 れ か に 記 載 の デ ー タ 多 重 保 障 方 法 に お い て 、 上 位 装 置 、 ま た
は 一 次 記 憶 装 置 に 障 害 が 発 生 し た 場 合 、 二 次 記 憶 装 置 を 新 規 な 一 次 記 憶 装 置 と し
て 、 該 新 規 な 一 次 記 憶 装 置 か ら 三 次 記 憶 装 置 へ の デ ー タ の コ ピ ー が 行 わ れ る デ ー タ 多
重 保 障 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ ～ ３ の 何 れ か に 記 載 の デ ー タ 多 重 保 障 方 法 に お い て 、 二 次 記 憶 装 置 に
障 害 が 発 生 し た 場 合 、 一 次 記 憶 装 置 に 保 存 さ れ て い る 差 分 デ ー タ 管 理 情 報 に 基 づ き 、
該 一 次 記 憶 装 置 か ら 三 次 記 憶 装 置 へ の 差 分 デ ー タ の コ ピ ー が 行 わ れ る デ ー タ 多 重 保 障
方 法 。
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